
【歯科系】　診療時間　１０時～１６時 
【在宅当番医一覧表】 

5 

12 

19 

26 

 

さくら歯科   

名和歯科医院   

西垣歯科クリニック 

松原歯科医院   

  

笠松町門間 

笠松町下本町 

笠松町北及 

笠松町美笠通 

 

387-9114  

387-2956  

387-5900  

387-6600  

 

日 医療機関名 所　　在 電　　話 

 1388-1111 
　 387-5816 

 1387-6266 

 1388-7171 

1388-3231

1388-0161

〈お問い合わせは〉 

（町体育協会事務局） 

役 場  

歴史民俗資料館 

北 事 務 所  

福祉健康センター 

中 央 公 民 館  

松 枝 公 民 館  

総 合 会 館  

福 祉 会 館  

子育て支援センター 

町社会福祉協議会 

1387-0156 

1387-8432 

 1387-1121 

 1387-2664 

 1387-5332

FAX

基本健康診査と併せて肝炎ウイルス 
検診ができます 福祉健康課 

肝炎を起こす原因はいろいろありますが、わが国では、

そのほとんどが肝炎ウイルス感染によるものとされています。 

肝炎ウイルスは、感染しても症状が軽かったり、全く症

状が出ない場合もあり、本人が気づかないことが多く、

肝炎ウイルスが身体の中に住みついてしまう（キャリア化

する）ことがあります。 

町では、肝炎ウイルスに感染しているか血液検査をし、

早期治療を目的に、基本健康診査と併せて、Ｃ型肝炎

ウイルス・Ｂ型肝炎ウイルスの検査を実施します。　 

　【対象者】①節目検診 

　　　　　　今年度４０歳になるかた 

　　　　　②平成１４年度から１８年度に節目検診を受け

　　　　　　られなかったかた（ただし、７５歳以下） 

　　　　　③今年度の基本健康診査で、ＧＰＴ値により

　　　　　　要指導とされたかた 

※ただし、現在Ｃ型およびＢ型肝炎で治療中のかた、ま

たは、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのあるかたは、

検診を受ける必要はありません。（対象者③の場合を除

く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【検診期間】 ８月１日（水）～１０月３１日（水）　 

　該当されるかたは、町から配布された基本健康診査

票を医療機関へ持参し、検査を受けてください。　　

　また、一年に一度は基本健康診査を受けましょう。 

 

 

休日診療のお知らせ 福祉健康課 
８月の休日当番医は次のとおりです。受診の際は必ず
保険証をご持参ください。 
なお、当番医が急用などで変更する場合がありますの
で、前もって役場で確認してください。 
下記以外については、羽島郡救急医療情報センター（羽
島郡広域連合消防本部内）へお問い合わせください。
1３８８-３７９９ 

【内科系】　診療時間　９時～１６時 
【在宅当番医一覧表】 

5 

12 

19 

26 

 

伊藤内科 

松波総合病院 

おおしろ内科 

河合内科クリニック 

 

笠松町上本町 

笠松町田代 

岐南町野中 

岐南町八剣 

387-2257 

388-0111 

249-1366 

247-6630 

 

日 医療機関名 所　　在 電　　話 

◆二次的病院は、全ての日程とも松波総合病院（田
　代 1388-0111）です。 
※入院を必要とされるかたは、二次的病院に入院できること
　になっています。 


